
証 券 コ ー ド 4678
平成30年６月12日

株 主 各 位
静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目７番１号

　

　

代表取締役社長 渡 辺 武
　

第35期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第35期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）午
後７時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記
　

1. 日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前11時
2. 場 所 静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目７番１号 当社本社（静岡本部）

９階 903教室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項
報告事項 1. 第35期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第35期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決議事項
　第１号議案 剰余金の処分の件
　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
　第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。なお、株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使する
ことができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

◎ 連結計算書類及び計算書類のうち連結注記及び個別注記は、法令及び定款の定めに基づき、
当社ウェブサイト(https：//www.shuei-yobiko.co.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご
通知の添付書類には記載しておりません。なお、連結注記及び個別注記は、会計監査人また
は監査等委員会が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類
及び計算書類の一部であります。

◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合
は、修正後の事項を当社ウェブサイト(https：//www.shuei-yobiko.co.jp/)に掲載いたしま
すのでご了承ください。
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(添 付 書 類）

　

事 業 報 告

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

　

Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項

　1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済の緩やかな成長を背景とし、

また内需も底堅く推移し自動車・輸出産業を中心に景気は順調に推移してまいり

ました。個人消費も緩やかに伸びてまいりましたが、年末から年明け以降の寒さ

や天候不順で生鮮食品の価格高騰が続き街角景気は悪化するところとなっており

ます。

当業界におきましては、2018年から小学生英語が教科化され経営環境が大きく

変化しております。小学生の低学年からの通塾がより一般化していくことが予想

されております。

このような情勢のもと当社グループにおきましては、

　① さらに進化させた教育サービスを企画・開発すること

② 個別指導の教育サービスの質を上げること。結果としての顧客単価を向上

させ、また生徒増を図ること

③ ｉＤ・ＰＡＳ併設校舎のコンビニ的展開をすること

④ 高校部の新しいビジネスモデルを確立すること

を経営の柱として取り組んでまいりました。また小中学部におきましては、市場

規模の縮小や競合関係等により業績悪化が著しい校舎を閉鎖し、業績向上が見込

める部門に経営資源を集中する方策を取ってまいりました。

こうした取り組みによって、全社的にはわずかではありますが売上高を伸ばす

ことができました。来期以降におきましては、さらに業績を伸長させていく計画

であります。

営業費用におきましては、不採算校舎の閉鎖による賃借料等の減少があったも

のの、個別指導部門の生徒数増加による講師給与・交通費の増加、新設校出店に

よる改装工事費用の増加、小学生英語対応のための事務機器の購入等を行ったた

め、全体として増加となりました。
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営業外損益におきましては、営業外費用として借入残高の減少により支払利息

が減少したものの、シンジケートローン実行による支払手数料が発生したため、

全体として大きな変動はありません。

特別損益におきましては、一部自社物件校舎の売却により固定資産売却益が発

生いたしましたが、当連結会計年度末にて移転・閉鎖した８校舎のうち賃貸物件

５校舎の解約金等につき店舗閉鎖損失及び店舗閉鎖損失引当金繰入額を計上いた

しました。また、当初計画に対し９月、３月入学が不振であった９校舎及び閉鎖

を決定した２校舎につき減損損失を計上いたしました。

その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は11,010百万円（対前年同

期比0.8％増）、営業利益は119百万円（対前年同期比54.9％減）、経常利益は46百

万円（対前年同期比76.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は41百万円（対

前年同期比88.4％減）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

（小中学部）

小中学部におきましては、 集団型・映像型の校舎においてはトップ高校への合

格実績、個別型の校舎においては主に中堅高校への合格実績が不可欠であります。

そのため、それぞれの学力層に対応した学習形態を提案し、また徹底した教育サ

ービスを提供してまいりました。結果として小中学部全体の合格実績が伸長し、

ブランドの確立に大きく寄与するところとなっております。また、個別指導部門

の生徒数をさらに増加させることができました。

その結果、小中学部の売上高は9,487百万円（対前年同期比2.4％増）、セグメン

ト利益は1,210百万円（対前年同期比0.4％減）となりました。

（高校部）

高校部におきましては、正社員教師によるきめ細やかな教科指導、質問対応・

面談などにより学力向上を図ってまいりました。また、高３受験学年に対しては

“難関大学合格倶楽部”を設置し、合格実績の伸長も図ってまいりました。さら

に、正社員教師による“１：１の個別指導”校舎を拡充いたしました。それぞれ

一定の成果を挙げることができましたが、拠点校での高３生徒数が４月スタート

時点から予算数を下回るところとなっており売上予算未達となりました。

その結果、高校部の売上高は1,392百万円（対前年同期比7.7％減）、セグメント

損失は146百万円（前年同期はセグメント損失63百万円）となりました。

― 3 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月29日 17時13分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



（その他の教育事業）

その他の教育事業におきましては、映像校舎のＦＣ展開基盤が固まり、校舎

数・１校舎平均生徒数ともに増加させることができました。来期以降の業績伸長

を図っていく計画であります。一方、自宅でのon lineによる映像学習部門におき

ましては、募集方法の課題を解決できず、生徒数が低迷するところとなっており

ます。

その結果、その他の教育事業の売上高は129百万円（対前年同期比15.7％減）、

セグメント損失は30百万円（前年同期はセグメント損失13百万円）となりました。

　(部門別売上高）

部 門

前連結会計年度

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

対前期比

金 額(百万円) 構成比(％) 金 額(百万円) 構成比(％) 増減率(％)

小 中 学 部 9,264 84.8 9,487 86.2 2.4

高 校 部 1,508 13.8 1,392 12.6 △7.7

その他の教育事業 154 1.4 129 1.2 △15.7

合 計 10,927 100.0 11,010 100.0 0.8

　2. 設備投資等及び資金調達の状況

(1) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は203百万円であ

り、主なものは次のとおりであります。

次期基幹システム導入のためのシステム投資

新設・移転校舎の建物及び構築物

(2) 資 金 調 達 の 状 況

当連結会計年度の設備投資の所要資金は自己資金より賄いました。
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　3. 財産及び損益の状況の推移

期 別

区 分

第 32 期
平成27年３月期

第 33 期
平成28年３月期

第 34 期
平成29年３月期

第 35 期
(当連結会計年度)
平成30年３月期

売 上 高(百万円) 11,259 11,149 10,927 11,010

営 業 利 益(百万円) 78 267 265 119

経 常 利 益(百万円) 27 232 199 46

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)

△3,257 △970 353 41

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)(円)

△485.47 △144.62 52.70 6.13

総 資 産(百万円) 17,512 14,207 13,917 13,514

純 資 産(百万円) 5,556 4,427 4,643 4,574

１株当たり純資産額(円) 828.07 659.85 692.06 681.80

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、期中平均株式数に基づき算出してお
ります。

4. 対処すべき課題

(1) 個別指導・ｉＤ予備校の校舎運営の標準化を実現すること

(2) 校舎の老朽化や市場規模の縮小等により生徒数が減少した校舎においては、

テナント校舎への移転を進め、利益が出る体制とすること

(3) 小中学部の集団授業・個別指導・ｉＤ予備校を地域状況に合わせた形態で機

動的に新校舎展開すること

(4) 顧客ニーズに対応したさらに進化した教育サービスを企画・開発・提供し、

顧客満足度を上げること

(5) ｉＤ予備校のＦＣ展開を経営の新しい柱としていくための土台を作ること

(6) 明確な差別化戦略を打ち立て、高校部の新しいビジネスモデルを確立するこ

と

　

― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月29日 17時13分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



5. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

　 該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名
資 本 金
（千円）

出資比率
（％）

主 要 な 事 業 の 内 容

㈱東日本学院 10,000 100.00 小中学部・高校部の学習塾の経営

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

6. 主 要 な 事 業 内 容

　 ・大学受験予備校の経営

　 ・学習塾の経営

　 ・映像動画による教育コンテンツの配信事業

　 ・フランチャイズ事業

　 ・教材、書籍の出版

　 ・模擬テストの実施
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7. 主 要 な 事 業 所

　 本 社 静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目７番１号

事 業 本 部 名 事 業 所 名 所 在 地

小
中
第
１
事
業
本
部

山 梨 本 部 山 梨 本 部 山梨県甲府市丸の内
静 岡 東 部 本 部 沼 津 本 部 静岡県沼津市高島本町

富 士 本 部 静岡県富士市永田町
静 岡 中 部 第 １ 本 部 静 岡 本 部 静岡県静岡市葵区
静 岡 中 部 第 ２ 本 部 清 水 本 部 静岡県静岡市清水区
静 岡 志 太 本 部 藤 枝 本 部 静岡県藤枝市駅前
静 岡 西 部 本 部 浜 松 本 部 静岡県浜松市中区

磐 田 本 部 静岡県磐田市見付

小
中
第
２
事
業
本
部

愛 知 第 １ 本 部 名 古 屋 本 部 愛知県名古屋市千種区
名 古 屋 西 本 部 愛知県名古屋市中川区

愛 知 第 ２ 本 部 知 多 本 部 愛知県東海市富木島町
春 日 井 本 部 愛知県春日井市鳥居松町
一 宮 本 部 愛知県一宮市栄

岐 阜 本 部 岐 阜 本 部 岐阜県岐阜市神田町
三 重 本 部 四 日 市 本 部 三重県四日市市鵜の森

津 本 部 三重県津市広明町
小
中
第
３
事
業
本
部

北 海 道 第 １ 本 部 旭 川 本 部 北海道旭川市四条通

白 石 本 部 北海道札幌市白石区

北 海 道 第 ２ 本 部 札 幌 本 部 北海道札幌市北区

小
中
第
４
事
業
本
部

東 北 本 部 仙 台 本 部 宮城県仙台市青葉区

神 奈 川 本 部 小 田 原 本 部
厚 木 本 部

神奈川県小田原市栄町
神奈川県厚木市中町

福 岡 本 部 早 良 本 部
大 橋 本 部

福岡県福岡市早良区
福岡県福岡市南区

iＤ・ＰＡＳ統括支援本部 iＤ・ＰＡＳ統括支援本部 静岡県静岡市葵区

高

校

事

業

本

部

静 岡 本 部 沼 津 本 部 静岡県沼津市高島本町
富 士 本 部 静岡県富士市永田町
静 岡 本 部 静岡県静岡市葵区
清 水 本 部
藤 枝 本 部

静岡県静岡市清水区
静岡県藤枝市瀬戸新屋

東 海 本 部 浜 松 本 部
名 古 屋 本 部
四 日 市 本 部

静岡県浜松市中区
愛知県名古屋市千種区
三重県四日市市鵜の森

北海道・関東・九州本部 札 幌 本 部
辻 堂 本 部
小 田 原 本 部
山 梨 本 部
福 岡 本 部

北海道札幌市北区
神奈川県藤沢市辻堂
神奈川県小田原市栄町
山梨県甲府市丸の内
福岡県福岡市南区

新 規 事 業 本 部 映 像 販 売 促 進 本 部 静岡県静岡市葵区

株 式 会 社 東 日 本 学 院 福 島 本 部 福島県福島市曾根田町
郡 山 本 部 福島県郡山市駅前
県 南 い わ き 本 部 福島県いわき市平字大工町
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8. 従 業 員 の 状 況

　 (1) 企業集団の従業員の状況

セグメントの名称 従業員数（名） 前期末比増減（名）

小中学部 561 ８

高校部 107 11

その他の教育事業 ６ △５

全社（共通） 70 ３

合 計 744 17

(注) 1. 臨時雇用者の当連結会計年度の１ヶ月当たり平均雇用人数（８時間／日換算）は365名で
あり、大半は個別指導講師、チューター（個別質問対応・事務補助）、高校部の年間契約
講師、清掃パート、派遣社員、契約社員であります。なお、この人員につきましては、上
記の従業員数には含まれておりません。

2. 全社（共通）は、人事総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

　 (2) 当社の従業員の状況

セグメントの名称 従業員数 (名) 前期末比増減 (名) 平均年齢 (歳) 平均勤続年数 (年)

小中学部 515 ５ 33.0 8.8

高校部 102 11 36.4 11.0

その他の教育事業 ６ ０ 38.8 8.0

全社（共通） 62 ２ 34.1 8.7

合 計 685 18 33.7 9.1

(注) 1. 臨時雇用者の当事業年度の１ヶ月当たり平均雇用人数（８時間／日換算）は348名であり、
大半は個別指導講師、チューター（個別質問対応・事務補助）、高校部の年間契約講師、
清掃パート、派遣社員、契約社員であります。なお、この人員につきましては、上記の従
業員数には含まれておりません。

2. 全社（共通）は、人事総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

　

9. 主 要 な 借 入 先

借 入 先 借 入 金 残 高 (百万円)

株 式 会 社 静 岡 銀 行 824

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 620

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 615
　

(注) 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更し
ております。
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Ⅱ. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 普通株式 19,240,000株

2. 発行済株式の総数 普通株式 6,710,000株（自己株式319株を含む。）

3. 株 主 数 16,378名（前期末比＋4,541名)

4. 大 株 主

株 主 名 持 株 数 (株) 持 株 比 率 (％)

有 限 会 社 シ ュ ー エ イ 2,243,400 33.43

株 式 会 社 ナ ガ セ 266,600 3.97

秀 英 予 備 校 従 業 員 持 株 会 234,600 3.49

渡 辺 武 150,300 2.24

渡 辺 喜 代 子 148,300 2.21

株 式 会 社 静 岡 銀 行 104,000 1.54

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100,000 1.49

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 85,400 1.27

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 76,000 1.13

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２） 51,200 0.76

(注) 1. 持株比率は、自己株式（319株）を控除して計算しております。
2. 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号

変更しております。
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Ⅲ. 会社役員に関する事項

　1. 取締役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 武 新規事業本部長

専 務 取 締 役 渡 辺 喜代子
管理本部長
ＩＴシステム部長

常 務 取 締 役 山 内 義 明
高校事業本部長
ｉＤ高校本部長

取 締 役 石 垣 雅 敏 業務本部長

取 締 役 林 眞 吾
小中第２事業本部長
愛知第１本部長

取 締 役 田 中 耕 治 経理部長

取 締 役 友 重 博 行
小中第４事業本部長
福岡本部長

取 締 役
( 常 勤 監 査 等 委 員 )

萩 原 茂 樹

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

佐 竹 利 文 税理士

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

鈴 木 一 紘

(注) 1. 取締役(監査等委員)の佐竹利文及び鈴木一紘の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外
取締役であります。

2. 取締役(監査等委員)の佐竹利文及び鈴木一紘の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員
であります。

3. 取締役(監査等委員)の佐竹利文氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。

4. 監査等委員会の社内からの情報収集の円滑や、内部監査部門との緊密なやりとりを通じた
連携の実効性の確保のため、萩原茂樹氏を常勤の監査等委員として選定しております。

5. 当事業年度末日後に生じた取締役の重要な兼職の異動は次のとおりであります。
　

　

氏 名 新 旧 異動年月日

山 内 義 明 高校事業本部長
高校事業本部長
ｉＤ高校本部長

平成30年４月１日
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　2. 取締役の報酬等の額

支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
(監査等委員を除く)

７名 199百万円

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

３名 19百万円

(注) 上記の内、社外取締役（監査等委員）に対する報酬額は２名３百万円です。

　

　3. 社外役員に関する事項

　 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
（監 査 等 委 員）

佐 竹 利 文

当期開催の取締役会10回のうち10回に出席し、また、当期開催

の監査等委員会12回のうち12回に出席、主に税理士の経験から

の発言を行っております。

取 締 役
（監 査 等 委 員）

鈴 木 一 紘

当期開催の取締役会10回のうち10回に出席し、また、当期開催

の監査等委員会12回のうち12回に出席、主に経営の経験からの

発言を行っております。
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Ⅳ. 会計監査人の状況

　1. 会計監査人の名称

　 有限責任監査法人トーマツ

　2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 27,300千円
(注) 1. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務

指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績
及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査
計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第
399条第１項の同意を行っております。

2. 当社グループと会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的に
も区分できませんので、上記の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

　 (2) 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27,300千円

　3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が

相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監

査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任

後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。

また、監査等委員会は上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行

が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議

案の内容を決定いたします。
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Ⅴ. 会社の体制及び方針

　1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

当社及び当社子会社は、株主の皆様をはじめ、従業員、生徒、父母、取引先、

地域社会等の各ステークホルダーからの要請・期待に応えることを目指し、その

実現のため、コンプライアンス規程を制定・施行し、取締役及び使用人が法令・

定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取組む

など、内部統制システムの充実に努めており、その結果としての企業価値向上を

経営上の基本方針としております。
　

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為を

発見した場合の報告体制として、内部通報規程を制定・施行しております。株

主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじ

め各種情報の迅速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努

めております。
　
　 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会、取締役会、経営会議、営業会議の議事録を法令及び規程に従い作

成し、適切に保管及び管理しております。
　
　 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び当社子会社のリスク管理は、管理本部長を責任者とする管理本部に

て対応しております。管理本部では、対顧客トラブル、営業上の諸問題、社内

トラブル等につき随時営業部門の責任者より報告を受け、対応しております。

また、必要に応じて顧問弁護士に相談し、対応を検討しております。さらに、

当社及び当社子会社に及ぼすリスクの程度が大きいと判断される場合は、経営

会議にて対応を検討いたします。

また、内部通報規程により、法令及び規程違反行為は管理本部に通報される

体制が構築されており、当該法令違反行為等が重大と認めるときは直ちに代表

取締役へ報告される体制が整っております。さらに、定期的に内部監査室が事

業所の監査を行うことにより規程どおり運営されているかどうか、その状況を

含め、代表取締役と監査等委員会に報告されております。
　
　 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及び当社子会社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、

地域ごとに営業拠点を統括する本部長と業務執行取締役等との営業会議を定期
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的に開催し、各地域の営業状況の報告、課題の検討等を行っております。また、

定時及び臨時の取締役会、経営会議において、重要事項の決定及び各取締役の

業務執行状況の監督等を行っております。

　また、中期経営計画及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、

その進捗状況の管理を行っております。
　

(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

子会社を監査役設置会社とし、当社の取締役及び使用人が取締役及び監査役

に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制としておりま

す。また、子会社を監査の対象とし、監査の結果は定期的に当社の代表取締役

に報告される体制となっており、監査等委員会は当社及び当社子会社の内部統

制状況を把握・評価しております。
　

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等

委員以外の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に関する指示の実効

性に関する事項

監査等委員会を補佐する担当部署や担当者は設けておりませんが、監査等委

員会の要請に応じ、情報等を提供する体制をとっております。

　なお、監査等委員会よりその業務に必要な要請をうけた従業員は、その要請

に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとしております。
　

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び監査等委員会の

監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査等委員は、取締役会・経営会議に出席するとともに重要な意思決定

の過程及び業務執行の状況を確認するため営業会議の議事録を閲覧し、必要に

応じて取締役または使用人に説明を求めております。取締役及び使用人は、監

査等委員会からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告しております。ま

た、監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な

取り扱いを受けないことを確保する体制を整えております。

　なお、監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受ける

とともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
　
　 (8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針

監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理については、取締役

（監査等委員）規程を制定・施行し、監査等委員の請求等に従い円滑に行い得る

体制となっております。
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　2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は前述の内部統制システムの整備を行い、年10回開催の取締役会及び年25

回開催の経営会議において継続的に経営上の新たなリスクについて検討しており

ます。また、必要に応じて、社内諸規程、個々の業務及び業務フローの見直しを

実施し、内部統制システムの実効性を向上させるように努めております。

　また、常勤監査等委員は、監査等委員会監査のほか、代表者及び管理職との面

談、社内の重要会議への出席、子会社往査等を通じて、業務執行の状況やコンプ

ライアンスに関わる事項を監視できる体制を整備しております。内部監査室も独

立した観点から定期的に実査を中心として内部監査を実施しており、日々の業務

が行われている中で、法令・定款及び社内規程等に違反している事項がないか検

証しております。また、内部監査室は、内部統制システムの有効性に関する自己

点検を毎年行い、その結果を経営会議メンバーによる内部統制委員会に対し報告

しております。
　

　3. 株式会社の支配に対する基本方針

当社グループとしては以下の経営方針を支持する者が「会社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。

経営方針

当社グループの経営の基本方針は以下のとおりであります。

(1) 教室、自習室、学習・進学指導室、休憩室、ホールなど学習効果を十分に考

慮した校舎を設立し、全校舎ブロードバンド回線などのインフラが構築されて

いる等、高度なニーズに応えられる快適な学習空間を提供すること

(2) 高均一な授業、学習・進学指導を中心とした教育サービスを提供し、学校外

教育に対する高いレベルのニーズに応えること

(3) 膨大な潜在的ニーズがあるにもかかわらず、全国的にも運営ノウハウが確立

されていない現役高校生部門を拡充させること

(4) 映像ビジネス分野において、教育コンテンツの動画配信サービスを提供し、

家庭及び教育現場での学習効果を高めること

(5) 需要の高い個別指導分野において、習熟度に合わせたきめ細かい指導を徹底

し、幅広い学習ニーズに応えること

　なお、上記の経営方針に照らし不適切な者が当社グループ支配権の獲得を表

明した場合には、該当当事者と東京証券取引所その他の第三者（独立社外者）

とも協議の上、次の３項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるもの

とします。

①該当取り組みが基本方針に沿うものであること

②該当取り組みが当社の株主共同の利益を損なうものでないこと

③該当取り組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月29日 17時13分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

2,428,247

1,556,579

269,205

113,291

22,975

470,689

△4,494

11,067,402

7,696,466

3,707,551

1,972

57,077

3,832,468

97,395

349,027

349,027

3,021,909

2,810,826

215,894

△4,812

19,337

19,337

流 動 負 債 3,826,669

短 期 借 入 金 641,334

１年内償還予定の社債 100,000

１年内返済予定の長期借入金 748,404

リ ー ス 債 務 131,316

未 払 金 650,146

未 払 法 人 税 等 103,840

未 払 消 費 税 等 88,490

前 受 金 718,754

賞 与 引 当 金 169,891

店舗閉鎖損失引当金 5,920

そ の 他 468,572

固 定 負 債 5,113,644

社 債 600,000

長 期 借 入 金 1,354,857

リ ー ス 債 務 498,639

繰 延 税 金 負 債 92,311

退職給付に係る負債 533,486

資 産 除 去 債 務 631,167

長期リース資産減損勘定 669,947

長 期 未 払 金 700,194

そ の 他 33,041

負 債 合 計 8,940,314

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 4,401,882

資 本 金 2,089,400

資 本 剰 余 金 1,944,380

利 益 剰 余 金 368,256

自 己 株 式 △154

その他の包括利益累計額 172,790

退職給付に係る調整累計額 172,790

純 資 産 合 計 4,574,672

資 産 合 計 13,514,986 負 債 純 資 産 合 計 13,514,986
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連 結 損 益 計 算 書

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 11,010,390

売 上 原 価 9,329,074

売 上 総 利 益 1,681,315

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,561,916

営 業 利 益 119,399

営 業 外 収 益

受 取 利 息 23,362

受 取 配 当 金 2,344

受 取 賃 貸 料 17,853

そ の 他 12,377 55,938

営 業 外 費 用

支 払 利 息 97,670

支 払 手 数 料 13,852

そ の 他 17,305 128,829

経 常 利 益 46,507

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 182,862 182,862

特 別 損 失

店 舗 閉 鎖 損 失 47,595

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 5,920

固 定 資 産 売 却 損 6,289

減 損 損 失 71,614 131,420

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 97,950

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 57,464

法 人 税 等 調 整 額 △688 56,775

当 期 純 利 益 41,174

親会社株主に帰属する当期純利益 41,174
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連結株主資本等変動計算書

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,089,400 1,944,380 407,597 △154 4,441,223

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,516 △80,516

親会社株主に帰属する当期純利益 41,174 41,174

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 - - △39,341 - △39,341

当 期 末 残 高 2,089,400 1,944,380 368,256 △154 4,401,882

その他の包括利益累計額

純資産合計
退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 202,331 202,331 4,643,554

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,516

親会社株主に帰属する当期純利益 41,174

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,541 △29,541 △29,541

当 期 変 動 額 合 計 △29,541 △29,541 △68,882

当 期 末 残 高 172,790 172,790 4,574,672
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年５月28日

株式会社 秀 英 予 備 校

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 水 野 雅 史 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 郷 右 近 隆也 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社秀英予備校の平成29年４月
１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社秀英予備校及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表

（平成30年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

会 員 権

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

2,331,262

1,484,419

257,207

104,862

20,228

220,946

248,092

△4,494

11,048,212

7,661,122

3,597,259

103,332

1,972

0

55,188

3,805,974

97,395

348,152

11,324

323,506

13,321

3,038,937

21,245

210,344

2,806,609

5,550

△4,812

19,337

19,337

流 動 負 債 3,754,238

短 期 借 入 金 601,334

１年内償還予定の社債 100,000

１年内返済予定の長期借入金 748,404

リ ー ス 債 務 131,316

未 払 金 630,766

未 払 法 人 税 等 102,800

未 払 消 費 税 等 81,441

未 払 費 用 98,943

前 受 金 718,753

預 り 金 126,361

前 受 収 益 19,010

賞 与 引 当 金 159,557

店舗閉鎖損失引当金 5,920

そ の 他 229,628

固 定 負 債 5,238,424

社 債 600,000

長 期 借 入 金 1,354,857

リ ー ス 債 務 498,639

繰 延 税 金 負 債 17,754

退 職 給 付 引 当 金 734,087

資 産 除 去 債 務 628,136

長期リース資産減損勘定 669,947

長 期 未 払 金 700,194

そ の 他 34,808

負 債 合 計 8,992,662

( 純 資 産 の 部 )

株 主 資 本 4,406,149

資 本 金 2,089,400

資 本 剰 余 金 1,944,380

資 本 準 備 金 1,944,380

利 益 剰 余 金 372,523

利 益 準 備 金 57,245

そ の 他 利 益 剰 余 金 315,278

　繰 越 利 益 剰 余 金 315,278

自 己 株 式 △154

純 資 産 合 計 4,406,149

資 産 合 計 13,398,812 負 債 純 資 産 合 計 13,398,812
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損 益 計 算 書

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 10,346,095

売 上 原 価 8,733,232

売 上 総 利 益 1,612,863

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,517,055

営 業 利 益 95,807

営 業 外 収 益

受 取 利 息 23,362

受 取 配 当 金 2,344

受 取 賃 貸 料 191,344

そ の 他 12,079 229,131

営 業 外 費 用

支 払 利 息 97,442

賃 貸 収 入 原 価 151,220

そ の 他 27,453 276,116

経 常 利 益 48,822

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 182,584 182,584

特 別 損 失

店 舗 閉 鎖 損 失 47,595

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 5,920

固 定 資 産 売 却 損 6,289

減 損 損 失 70,370 130,175

税 引 前 当 期 純 利 益 101,231

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 56,424

法 人 税 等 調 整 額 △634 55,789

当 期 純 利 益 45,442
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株主資本等変動計算書

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 合 計

当 期 首 残 高 2,089,400 1,944,380 1,944,380

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

当 期 変 動 額 合 計 - - -

当 期 末 残 高 2,089,400 1,944,380 1,944,380

株 主 資 本

純 資 産
合 計

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準 備 金

その他利益
剰余金

利 益
剰 余 金
合 計

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 57,245 350,352 407,597 △154 4,441,223 4,441,223

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,516 △80,516 △80,516 △80,516

当 期 純 利 益 45,442 45,442 45,442 45,442

当 期 変 動 額 合 計 - △35,074 △35,074 - △35,074 △35,074

当 期 末 残 高 57,245 315,278 372,523 △154 4,406,149 4,406,149
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年５月28日

株式会社 秀 英 予 備 校

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 水 野 雅 史 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 郷 右 近 隆也 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社秀英予備校の平成
29年４月１日から平成30年３月31日までの第35期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明
細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第35期事業年度の取締役の職務の執
行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記)について検討いたしました。

2. 監査の結果
　 (1) 事業報告等の監査結果

　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

　③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

　④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各
取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 (3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　平成30年６月６日

株式会社秀英予備校 監査等委員会

常勤監査等委員 萩 原 茂 樹 ㊞

監査等委員 佐 竹 利 文 ㊞

監査等委員 鈴 木 一 紘 ㊞

(注) 監査等委員佐竹利文及び鈴木一紘は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　第１号議案 剰余金の処分の件

　当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題の一つとして認

識し、今後の事業展開に備え経営体質の強化を図るとともに、安定的な配当の継

続を行うことを基本方針としております。

　このような方針に基づき、通期業績や厳しい経営環境等を総合的に勘案しまし

た結果、第35期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　 (1) 配当財産の種類

　 金銭といたします。

　 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき金12円、総額80,516,172円

　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成30年６月29日
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　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（７
名）は任期満了となりますので、改めて取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名の選任をお願いするものであります。
　なお、監査等委員会において慎重に検討を行った結果、監査等委員会は本議案
で提案されている取締役候補者について特段の指摘すべき意見はないと判断して
おります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略 歴
(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式数

１
渡
わ た な べ た け し

辺 武

昭和23年６月14日生

昭和52年３月 安倍口英数塾創業 株

昭和59年11月 当社設立代表取締役社長就任

(現在に至る）

150,300
平成20年３月 小中事業本部長就任

平成21年７月 新規事業本部長就任

平成26年４月 新規事業本部長就任

(現在に至る）

２
渡
わ た な べ き よ こ

辺 喜代子

昭和25年７月27日生

昭和54年11月 安倍口英数塾入社 株

昭和59年11月 当社設立取締役就任

148,300

平成６年４月 常務取締役就任

平成７年３月 管理本部長就任

(現在に至る）

平成11年５月 専務取締役就任

(現在に至る）

平成22年４月 管理本部ＩＴシステム部長就任

(現在に至る）

平成28年３月 小中第１事業本部長就任

３
山
や ま う ち よ し あ き

内 義 明

昭和26年７月19日生

平成14年１月 当社入社

高校事業本部中部本部長就任

株

平成16年４月 高校事業本部名古屋本部長就任

―

平成18年３月 高校事業本部長就任

(現在に至る）

平成18年６月 取締役就任

平成19年３月 高校事業本部北海道本部長就任

平成20年６月 常務取締役就任

(現在に至る)

平成26年４月 高校事業本部ｉＤ高校本部長就任
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略 歴
（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式数

４
石
い し が き ま さ と し

垣 雅 敏

昭和28年９月９日生

昭和62年10月 当社入社 株

平成３年３月 業務部長就任

1,900

平成６年４月 取締役就任

(現在に至る）

平成７年３月 第三営業本部長就任

平成８年３月 第一営業本部長就任

平成11年３月 小中学部(現 小中第１事業本部)志太

事業本部長就任

平成13年３月 小中学部業務本部(現 業務本部)長就

任

(現在に至る)

５
林
は や し し ん ご

眞 吾

昭和43年９月22日生

平成７年５月 当社入社 株

平成12年３月 小中学部(現 小中第１事業本部)山梨

事業本部長就任

10,500

平成19年12月 株式会社東日本学院出向 副社長就任

平成21年６月 株式会社東日本学院 取締役副社長就

任

平成25年10月 小中事業本部東海第１本部(現 愛知

第１本部)長就任

(現在に至る)

平成27年６月 取締役就任

(現在に至る)

小中事業本部長就任

平成28年３月 小中第２事業本部長就任

(現在に至る)

６
田
た な か こ う じ

中 耕 治

昭和30年９月１日生

平成22年８月 当社入社 株

管理本部経理部長就任

(現在に至る)
9,100

平成27年６月 取締役就任

(現在に至る)

７
友
と も し げ ひ ろ ゆ き

重 博 行

昭和44年５月11日生

平成４年３月 当社入社 株

平成14年３月 小中事業本部(現 小中第２事業本部)

愛知北本部長就任

16,000

平成17年６月 小中事業本部(現 小中第３事業本部)

札幌東本部長兼札幌西本部長就任

平成27年３月 小中事業本部(現 小中第４事業本部)

福岡本部長就任

(現在に至る)

平成28年３月 小中第３事業本部長就任

平成28年６月 取締役就任

(現在に至る)

平成30年３月 小中第４事業本部長就任

(現在に至る）
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(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 各候補者の選任理由は以下のとおりであります。
(1)渡辺武氏は、当社の創業者であり、当社設立時から代表取締役社長であります。企業経

営者として培ってきた豊富な知識と経験に加え、一歩も二歩も先を読み、事業戦略を立
案、推進する取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。

(2)渡辺喜代子氏は、当社の創業者である渡辺武氏の配偶者であり、当社設立時から取締役
であります。一貫して管理部門の責任者として機能的かつ効率の高い経営を実践してお
り、取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

(3)山内義明氏は、平成14年入社以降、予備校業界のエキスパートとして、高校事業本部の
部長職を歴任し、平成18年取締役に就任いたしました。多様化する高校生・卒生マーケ
ットのニーズに対応した経営を実践する取締役として、職務を適切に遂行していただけ
るものと判断しております。

(4)石垣雅敏氏は、平成６年取締役に就任以降、小学生・中学生対象の学習塾事業の部長職
を歴任した後に、業務本部の責任者として提供する教育サービスの充実を図っておりま
す。学習現場を強力にサポートする取締役として、職務を適切に遂行していただけるも
のと判断しております。

(5)林眞吾氏は、平成７年入社以降、小学生・中学生対象の学習塾事業の教師職、室長職、
管理職を経験し、平成12年には山梨県の責任者、平成19年には株式会社東日本学院副社
長に就任、平成27年当社取締役に就任いたしました。長年の現場経験とリーダー経験を
経営に反映する取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。

(6)田中耕治氏は、平成22年入社以降、経理責任者として、財務体質の強化、中期経営計画
策定のためのリーダーシップを発揮するなど会社の発展に貢献し、平成27年取締役に就
任いたしました。今後も引き続き財務・経理分野で経営を支える取締役として、職務を
適切に遂行していただけるものと判断しております。

(7)友重博行氏は、平成４年入社以降、小学生・中学生対象の学習塾事業の教師職、室長
職、管理職を経験し、北海道、静岡県、福岡県など各地域の責任者を歴任、平成28年取
締役に就任いたしました。豊富な経験に基づく見識、能力を発揮する取締役として、職
務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
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　第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

　本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（３名）は任期満了とな
りますので、改めて監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであり
ます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略 歴
(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式数

１
萩
は ぎ わ ら し げ き

原 茂 樹

昭和25年２月４日生

平成13年１月 当社入社 株

平成17年３月 高校部(現 高校事業本部)神奈川第２

本部長就任

高校事業本部神奈川第１本部長就任

6,400

平成18年３月 高校事業本部愛知本部長就任

平成19年３月 高校事業本部東海本長就任

ＢＢＳ事業本部高校ＢＢＳ本部長就任

平成20年３月 新規事業本部長就任

新規事業本部通信個別本部長就任

小中事業本部小中教務本部長就任

平成20年６月 取締役就任

平成21年６月 常勤監査役就任

平成28年６月 取締役(常勤監査等委員)就任

(現在に至る）

２
佐
さ た け と し ふ み

竹 利 文

昭和31年６月23日生

昭和56年10月 鈴木峰雄税理士事務所入所 株

昭和58年５月 鈴木守税理士事務所入所

―

昭和63年９月 佐竹利文税理士事務所開業

(現在に至る）

平成18年６月 当社監査役就任

平成28年６月 当社社外取締役(監査等委員)就任

(現在に至る）

３
鈴
す ず き か ず ひ ろ

木 一 紘

昭和17年２月10日生

昭和42年４月 静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送入社 株

平成11年３月 静岡新聞社 取締役就任

―

平成13年２月 同社取締役浜松総局長就任

平成19年２月 同社常務取締役就任

平成19年４月 当社一時監査役就任

平成19年６月 当社監査役就任

平成21年６月 静岡新聞社 非常勤顧問就任

平成28年６月 当社社外取締役(監査等委員)就任

(現在に至る）
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(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐竹利文氏、鈴木一紘氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。また、両氏が選任された場合は、引き続き独立役員とする予定
です。

3. 各候補者の選任理由は以下のとおりであります。
　 (1)萩原茂樹氏は、平成13年入社以降、高校事業本部の部長職を経て平成20年に取締役、平

成21年に常勤監査役に就任いたしました。現場経験を踏まえた監査役として長らく監査
役の責務を果たしており、今後も当社グループの持続的な成長と、コーポレートガバナ
ンス体制の確立に寄与することができるものと判断しております。

(2)佐竹利文氏は、税理士事務所を開業しており、財務及び会計に関する豊富な経験と高度
な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役にふさわしいものと判断してお
ります。
なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはあり
ませんが、上記の理由により当社の社外取締役として、その職務を適切に遂行していた
だけるものと判断しております。

(3)鈴木一紘氏は、長年にわたる業務・経営の経験により幅広い知識と見識を有しているこ
とから、当社の社外取締役にふさわしいものと判断しております。

4. 佐竹利文氏、鈴木一紘氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員
である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会
社法第329条第３項の規定に基づき、予め補欠の監査等委員である取締役１名の選
任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
生 年 月 日

略 歴
(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式数

村
む ら ま つ な つ お

松 夏 夫

昭和24年７月11日生

昭和47年４月 静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送入社 株

平成19年６月 静岡新聞社 取締役販売局長就任
―平成25年６月 同社常務取締役就任

平成28年６月 同社常勤顧問就任

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、村松夏夫氏の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任した場合には、同

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であ
ります。

4. 候補者の選任理由は以下のとおりであります。
長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有していることから、当
社の社外取締役にふさわしいものと判断しております。

以 上
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ホテルアソシア

松坂屋

静岡銀行

スルガ銀行

北街道

北口

ＪＲ静岡駅

静岡本部
静岡本部
２号館

駿府城公園

新静岡駅

日吉町駅
静岡鉄道

葵
区
役
所

至
清
水

至
藤
枝

学生服の
ヤマダ

国道1号線

丸井

静岡大成中・高

ＧＳ
日石鈴与

静岡東急
スクエア

新静岡
セノバ

株主総会会場ご案内図

会場 静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目７番１号

　 当社本社(静岡本部)９階 903教室

　 電話 054-252-1792

※JR静岡駅北口より徒歩10分

※静岡鉄道新静岡駅より徒歩３分

※誠に勝手ではございますが、駐車場が手狭のため、お車で

のご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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